
 

自然科学研究機構基礎生物学研究所点検評価規則 

 

平成１６年４月１日 

基研規則第４号 

 

（目的） 

第１条 この規則は，自然科学研究機構基礎生物学研究所（以下「研究所」という｡）の設

置目的及び社会的使命を達成するため，研究活動等の状況について自己点検・評価，及

び外部の者による評価（以下「外部評価」という。）を行い，もって研究所の活性化を

図ることを目的とする。 

（点検評価委員会） 

第２条 研究所に，前条の目的を達成するため基礎生物学研究所点検評価委員会（以下「委

員会」という｡）を置く。 

２ 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

一 研究所長 

二 副所長 

三 研究所の研究主幹 

四 研究施設の長 

五 自然科学研究機構研究連携室の研究所所属職員 

六 研究所の技術課長 

七 その他研究所長が必要と認めた者 

３ 前項第７号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期

は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き，研究所長をもって充てる。 

２ 委員長に事故があるときは，副所長がその職務を代行する。 

（招集） 

第４条 委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 

（点検評価委員会の任務） 

第５条 委員会は，次に掲げる事項について企画，検討及び実施する。 

一 自己点検・評価及び外部評価の基本方針に関すること。 

二 自己点検・評価及び外部評価の実施に関すること。 

三 自己点検・評価報告書及び外部評価報告書の作成及び公表に関すること。 

四 国立大学法人評価委員会が行う評価に係る諸事業への対応に関すること。 

五 その他自己点検・評価及び外部評価に関すること。 

（点検評価事項） 

第６条 委員会は，次の各号に掲げる事項について点検評価を行うものとする。 

一 研究所の在り方，目標及び将来計画に関すること。 

二 研究目標及び研究活動に関すること。 

三  大学等との共同研究体制に関すること。 

四  大学院教育協力及び研究者の養成に関すること。 

五 研究組織に関すること 

六 研究支援組織に関すること。 

七 施設設備等研究環境に関すること。 

八 国際研究交流に関すること。 



 

九 社会との連携に関すること。 

十 管理運営に関すること。 

十一 学術情報に関すること。 

十二 財政に関すること。 

十三 点検評価体制に関すること。 

十四 その他委員会が必要と認める事項 

２ 前項各号に掲げる事項に係る具体的な点検評価項目は，委員会が別に定める。 

（専門委員会） 

第７条 委員会に，専門的事項について調査させるため，必要に応じて専門委員会を置く

ことができる。 

２ 専門委員会の組織等については，委員会が別に定める。 

（点検評価の実施） 

第８条 自己点検・評価又は外部評価は，毎年度実施する。 

（点検評価結果の公表） 

第９条 研究所長は，委員会が取りまとめた点検評価の結果を，原則として公表する。た

だし，個人情報に係る事項，その他委員会において公表することが適当でないと認めた

事項については，この限りではない。 

（点検評価結果への対応） 

第１０条 研究所長は，委員会が行った点検評価の結果に基づき，改善が必要と認められ

るものについては，その改善に努めるものとする。 

（庶務） 

第１１条 委員会の庶務は，岡崎統合事務センター総務課において処理する。 

（雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会の議

を経て研究所長が定める。 

 

附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規則施行後，第２条第２項第７号により選出された最初の委員の任期は，同条第

３項の規定にかかわらず，平成１８年３月３１日までとする。 

附 則 

 この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

 


